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（有）ウッドクラフト 福島県福島市 R4.12.2 最低賃金法第４条
労働者15名に、12か月間の定期賃金合
計約627万円を支払わなかったもの

R4.12.2送検

（株）日本海水　 福島県いわき市 R4.12.9
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

機械の修理作業を行う際、当該機械の
運転を停止させなかったもの

R4.12.9送検

（有）らら 福島県いわき市 R5.3.1 最低賃金法第４条
労働者７名に１か月から３か月間の定
期賃金合計約1,605万円を支払わな
かったもの

R5.3.1送検

（医）昨雲会 福島県喜多方市 R5.7.5
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

４日以上の休業を要する労働災害が発
生したのに、遅滞なく労働者死傷病報
告書を提出しなかったもの

R5.7.5送検

佐藤建設（株） 福島県南相馬市 R5.7.19
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生法第120条
労働安全衛生規則第97条

４日以上の休業を要する労働災害につ
いて、虚偽の内容を記載した労働者死
傷病報告書を提出したもの

R5.7.19送検

（有）安彦染工場 福島県福島市 R5.10.10
労働安全衛生法第45条
労働安全衛生規則第141条

動力により駆動される遠心機械につい
て、１年以内ごとに１回、定期に自主
検査を行わなかったこと

R5.10.10送検

（有）但野重機 福島県南相馬市 R5.10.18
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の２

移動式クレーンを用いて作業を行う
際、あらかじめ作業計画を定めていな
かったもの

R5.10.18送検

（有）鈴木電設
福島県西白河郡
西郷村

R5.10.18
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

４日以上の休業を要する労働災害が発
生したのに、遅滞なく労働者死傷病報
告書を提出しなかったもの

R5.10.18送検
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